
 

○浜松市都市再生促進地区における建築物等及び土地の適正な管理及び活用の促進

に関する条例施行規則 

平成２５年１２月１３日 

浜松市規則第７６号 

改正 令和３年１１月３０日浜松市規則第５８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、浜松市都市再生促進地区における建築物等及び土地の適正な管理及

び活用の促進に関する条例（平成２５年浜松市条例第７０号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定める。 

（都市再生促進地区） 

第２条 条例第２条第１号の規則で定める地区は、市の区域のうち市道曳馬中田島線と一

般国道１５２号との交会点を起点とし、順次同国道、一般国道２５７号、市道飯田鴨江

線、市道砂山３３号線、市道砂山２２号線、市道砂山３４号線、市道飯田鴨江線及び市

道曳馬中田島線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域とする。 

（令３規則５８・一部改正） 

（公表の方法） 

第３条 条例第１１条の規定による公表は、浜松市公告式条例（昭和２５年浜松市条例第

２３号）に定める掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。 

（身分証明書） 

第４条 条例第１２条第２項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書（別記様式）とす

る。 

（細目） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１１月３０日浜松市規則第５８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 

 


